
事業番号 1
　　　　　　　　　　　　平成２５年行政事業レビューシート （金融庁）

事業名 リスク計測参照モデル関係等経費 担当部局庁 検査局 作成責任者

事業開始・
終了(予定）年度

平成12年度～ 担当課室 総務課 小原　広之

会計区分 一般会計 政策・施策名
政策Ⅰ… 経済成長の礎となる金融システムの安定
　施策１… 金融機関の健全性を確保するための制度
　　　　　 ・環境整備

根拠法令
（具体的な
条項も記載）

銀行法第25条、保険業法第129条等
関係する計画、

通知等
平成24検査事務年度　検査基本方針、検査基本計画
「日本再興戦略」（平成25年6月14日閣議決定）

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度
以内）

　金融機関の業務の健全性及び適切性の確保を目的として、金融検査において、金融機関のリスク管理が適切なものかどうかの検証を
効率的・効果的に実施すること。

事業概要
（5行程度以
内。別添可）

　毎検査事務年度に作成、公表される検査基本方針及び検査基本計画に基づき、金融機関を取り巻く内外の経済・金融環境の変化に留
意しつつ、金融機関による適切なリスク管理態勢の整備及び円滑な金融仲介機能の発揮に資するよう、金融実態に応じた的確な金融検
査を実施する。

○被検査金融機関の信用リスク及び市場リスクに関するデータをもとに、当局でもリスク量を計測、比較し、当該金融機関のリスク計測モ
デルの特性（限界、弱点等）を明確にすることにより、深度ある検査を実施。
　リスク計測参照モデル関係経費は、当局でリスク量を計測、比較するためのシステムの運用・保守に必要な経費である。

○金融検査手法向上経費は、金融検査マニュアル等のパンフレット類の作成や翻訳に使用する経費である。

実施方法 ■直接実施　　　　　■委託・請負　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□交付　　　　　□貸付　　　　　□その他

予算額・
執行額

（単位:百万
円）

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度要求

予算
の状
況

当初予算 29 28 24 26 29

補正予算 ▲0 - - -

繰越し等 - - - -

計 28 28 24 26 29

執行額 24 27 23

執行率（％） 86.3% 94.7% 92.9%

成果指標 単位 22年度 23年度

％

24年度
目標値
（　　年度）

　オフサイト検査モニター（※）のアンケート結果（４段階評価）のうち
「１（最も評価が高い）」または「２（次に評価が高い）」と回答された割
合

※被検査金融機関から、検査の実施状況などについて意見を受け
付ける制度。

成果実績 ％ 98.6 98.1 98.6

達成度

活動指標及び活
動実績

（アウトプット）

活動指標 単位 22年度 23年度 24年度 25年度活動見込

成果目標及び成
果実績

（アウトカム）

活動実績

（当初見
込み）

％

17.3 17.9 17.5 ―

(                   ) (                   ) (                )

単位当たり
コスト

　　　－　　　　　　　（円／　　　　　　　　） 算出根拠 －

主要行等の健全性指標（自己資本比率）

平
成
2
5
・
2
6
年
度
予
算
内
訳

費　目 25年度当初予算 26年度要求 主な増減理由

情報処理業務庁費 23 23 ○　「日本再興戦略」を踏まえた、金融検査マニュアル等の翻訳経費の増。
     （諸謝金：＋3百万円）

諸謝金 3 6

計 26 29



事業所管部局による点検

項　　目 評　価 評価に関する説明

国
費
投
入
の

必
要
性

広く国民のニーズがあるか。国費を投入しなければ事業目的が達成できないのか。 ○
○リスク計測参照モデル関係経費は、金融機関における業
務の健全性及び適切性確保を目的とする事業に充てられて
おり、当該事業は、優先度の高い、国が実施すべきものであ
る。

○金融検査手法向上経費は、中小企業等の資金調達等に
役立ててもらうための金融検査に関するパンフレット類の作
成等に充てられており、当該事業は、広く国民のニーズがあ
るものである。

地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。 ○

明確な政策目的（成果目標）の達成手段として位置付けられ、優先度の高い事業と
なっているか。

○

事
業
の
効
率
性

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　 ○
○リスク計測参照モデル関係経費は、公募の実施により、競
争性が確保されている。

○金融検査手法向上経費は、入札の実施により、競争性が
確保されている。また、必要性を勘案の上、経費を使用する
事案を絞り込むことにより、経費の節減を図っている(24年度
は金融検査評定制度及び保険検査評定制度の翻訳のみを
実施）。

受益者との負担関係は妥当であるか。 －

単位当たりコストの水準は妥当か。 －

資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。 －

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 ○

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） －

事
業
の
有
効
性

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果
的あるいは低コストで実施できているか。

○
○リスク計測参照モデル関係経費は、金融検査において、本
システムを用いた実効的な検証を行い、その結果、金融機関
に対しリスク管理上の問題を指摘して改善を促しており、十
分な成果が得られている。

○金融検査手法向上経費は、中小企業の資金調達に役立
つパンフレットの作成に使用されている。同パンフレットは
ウェブサイト上で公表されているほか、説明会において配布
されるなどしており、十分に活用されている。

活動実績は見込みに見合ったものであるか。 ○

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。 ○

事業番号 類似事業名 所管府省・部局名

点
検
結
果

○リスク計測参照モデル関係経費については、従前より、システム開発業者の公募により調達の公平性・透明性の確保を図った。
  本システムについては、金融機関がリスク計測に用いている手法や前提条件とは異なる手法や前提条件を用いて、当局としてリスク量等の計測を
行い、金融機関のリスク計測の限界・弱点を明らかにすることに用いている。具体的には、本システムに金融機関がリスク量の計測に用いているデー
タを入力することにより、金融機関が計測したリスク量の正確性を検証している。
　金融検査においては、主要行・地銀を中心に本システムを用いた検証を行い、リスク計測手法や前提条件に問題があることを指摘しており、金融機
関においてリスク計測手法の改善に向けた取組みが行われていることから、今後も本システムを使用することが金融検査において必要不可欠であ
り、26年度も同予算を確保する必要がある。

○24年度の金融検査手法向上経費については、経費の使用対象を精査し、金融検査評定制度等の翻訳に絞り込むことにより、節減を図った。
　中小企業等の資金調達等に役立ててもらうための金融検査に関するパンフレット類の作成や、毎年改訂が実施されている検査マニュアルの翻訳を
適時適切に実施するため、26年度も、同予算を確保する必要がある。

外部有識者の所見

重
複
排
除

類似の事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。
（役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

－

－

行政事業レビュー推進チームの所見

現
状
通
り

○リスク計測参照モデルに係るシステムについては、金融機関のリスク計測の限界・弱点を明らかにするものであり、有効性があるものと認
められる。今後についても、必要な予算を確保しつつ、金融行政に資するよう、より有効な活用方法を検討していくことが重要。

○金融検査手法向上経費については、金融機関や中小企業に検査手法を周知するために必要であり、「日本再興戦略」（平成25年6月14日
閣議決定）を踏まえ、翻訳の作成対象範囲拡大等を検討する必要がある。

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

現
状
通
り

○リスク計測参照モデル関係経費については、本モデルに係るシステムを引き続き有効活用していく必要があることから、保守・運用経費及
び追加機能の導入経費に充てるため、25年度と同額程度の予算を要求する。

○金融検査手法向上経費については、「日本再興戦略」を踏まえ、翻訳の作成対象範囲拡大等を進めるため、25年度より増額要求する。

備考

関連する過去のレビューシートの事業番号

平成22年 1 平成23年 1 平成24年 1



※平成24年度実績

資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）
（単位：百万

円）

金融庁（検査局）

２３百万円

金融機関の健全性を確保するための制
度・環境整備

【随契(公募）・委託】 【随契(公募）・委託】

Ａ．ニューディメンションテクノロジー㈱

１１百万円

市場リスク計測参照モデルに係る
システム運用・支援業務

Ｂ．ニューディメンションテクノロジー㈱

１０百万円

信用リスク計測参照モデルに係る
システム運用・支援業務

【一般競争入札（単価契約）・委託】

D．㈱コンベンションリンケージ

0.2百万円

金融検査評定制度等の翻訳

Ｃ．㈱日立システムズ

１百万円

リスク計測参照モデル用ＰＣの
購入

【随契】



費目・使途
（「資金の流れ」
においてブロック
ごとに最大の金
額が支出されて
いる者について
記載する。費目と
使途の双方で実
情が分かるように

記載）

A.　ニューディメンションテクノロジー㈱

費　目 使　途
金　額
(百万円）

費　目 使　途
金　額
(百万円）

事業費 システムの運用・保守業務 11

計 11 計 0

B.　ニューディメンションテクノロジー㈱

費　目 使　途
金　額
(百万円）

費　目 使　途
金　額
(百万円）

事業費 システムの運用・保守業務 10

計 10 計 0

C.　㈱日立システムズ

費　目 使　途
金　額
(百万円）

費　目 使　途
金　額
(百万円）

事業費 リスク計測参照モデル用ＰＣの購入 1

計 1 計 0

Ｄ.　㈱コンベンションリンケージ

費　目 使　途
金　額
(百万円）

費　目 使　途
金　額
(百万円）

事業費 金融検査評定制度等の翻訳 0.2

計 0.2 計 0



支出先上位１０者リスト
A.ニューディメンションテクノロジー㈱

B.ニューディメンションテクノロジー㈱

Ｃ.㈱日立システムズ

D.㈱コンベンションリンケージ

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1 ニューディメンションテクノロジー㈱ システムの運用・保守業務 11 随意契約

2

3

4

5

6

7

8

9

10

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1 ニューディメンションテクノロジー㈱ システムの運用・保守業務 10 随意契約

2

3

4

5

6

7

8

9

10

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1 ㈱日立システムズ リスク計測参照モデル用ＰＣの購入 1 随意契約

2

3

4

5

6

7

8

9

10

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1 ㈱コンベンションリンケージ 金融検査評定制度等の翻訳 0.2 3

2

3

4

5

6

7

8

9

10



事業番号 2
　　　　　　　　　　　　平成２５年行政事業レビューシート （金融庁）

事業名 金融システム安定確保のための監督経費 担当部局庁 監督局 作成責任者

事業開始・
終了(予定）年度

平成12年度～ 担当課室 総務課 西田　直樹

会計区分 一般会計 政策・施策名

政策Ⅰ… 経済成長の礎となる金融システムの安定
 施策１… 金融機関の健全性を確保するための制度
　　　　  ・環境整備
 施策２… 我が国金融システムの安定性を確保する
          ための制度・環境整備
政策Ⅱ… 利用者の視点に立った金融サービスの質の向上
 施策２… 資金の借り手が真に必要な金融サービスを
          受けられるための制度・環境整備

根拠法令
（具体的な
条項も記載）

－
関係する計画、

通知等
－

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度
以内）

○金融機関の業務の健全かつ適切な運営を確保すること。

○預金等定額保護下における円滑な破綻処理のための態勢整備及びシステミックリスクの未然防止が図られること。

○中小企業金融をはじめとした企業金融等の円滑化及び地域密着型金融の推進が図られること。

事業概要
（5行程度以
内。別添可）

○所管する金融機関から定期的に信用リスク等の各種データを徴求し、当該データの蓄積や分析等ができるモニタリングシステムを運
用することにより、金融機関への効果的・効率的なオフサイト・モニタリングを実施する。

○金融機能強化法及び預金保険法に基づき資本増強を行うにあたり、金融機関等が発行する優先株式等の商品性審査のため、フィナ
ンシャル・アドバイザリー（ＦＡ）業務を外部専門家に委託する。

○金融機関がバーゼルⅡ等（自己資本比率規制）に基づき自己資本比率を計算する際は、リスクの実態にあった適切な計算手法を選択
することとされている。
　 このうち、信用リスク、オペレーショナルリスクについて、高度なリスク計測手法の採用を希望する金融機関の承認審査等のため、信用
リスク・オペレーショナルリスク検証システムを利用し、自己資本比率規制上のリスク量の計測手法が妥当であるか検証を実施する。

○金融機関による中小企業の事業再生・新規開業等に係る支援策、成長が見込まれる企業への資本性資金の供給などの効果的な経
営支援手法について調査研究等を実施する。

実施方法 ■直接実施　　　　　■委託・請負　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□交付　　　　　□貸付　　　　　□その他

予算額・
執行額

（単位:百万
円）

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度要求

予算
の状
況

当初予算 367 350 230 253 119

補正予算 ▲ 32 ▲ 33 - -

繰越し等 - - - -

計 335 317 230 253 119

執行額 152 151 133

執行率（％） 45.4% 47.6% 57.8%

成果指標 単位 22年度 23年度

％

24年度
目標値
（　　年度）

本事業の目的は、金融機関の業務の健全かつ適切な運営を確保す
ること及び預金等定額保護下における円滑な破綻処理のための態
勢整備及びシステミックリスクの未然防止を図ることであり、定量的
な目標を示すことは困難。

成果実績

達成度

活動指標及び活
動実績

（アウトプット）

活動指標 単位 22年度 23年度 24年度 25年度活動見込

成果目標及び成
果実績

（アウトカム）

活動実績

（当初見
込み）

―

(                   ) (                   ) (                )

単位当たり
コスト

　　　　　　　　-　　　（円／　　　　　　　　） 算出根拠 -

本事業の目的は、金融機関の業務の健全かつ適切な運営を確保す
ること及び預金等定額保護下における円滑な破綻処理のための態
勢整備及びシステミックリスクの未然防止を図ることであり、定量的
な指標を示すことは困難。

平
成
2
5
・
2
6
年
度
予
算
内
訳

費　目 25年度当初予算 26年度要求 主な増減理由

情報処理業務庁費 143 5 ○　モニタリングシステムは「金融庁業務支援統合システム(３局システム)」へ移行
する予定であるため、その前提の下では、本システム関係経費の26年度における
予算措置は不要。
     （情報処理業務庁費：▲138百万円）

（参考）
　26年度要求のうち「新しい日本のための優先課題推進枠」：23百万円

諸謝金 105 113

委員等旅費 3 -

庁費 2 1

計 253 119



事業所管部局による点検

項　　目 評　価 評価に関する説明

国
費
投
入
の

必
要
性

広く国民のニーズがあるか。国費を投入しなければ事業目的が達成できないのか。 ○ ○本事業は、金融機関の業務の健全かつ適切な運営
を確保すること及び預金等定額保護下における円滑な
破綻処理のための態勢整備及びシステミックリスクの
未然防止を図るため等に必要であり、国が実施すべき
優先度の高い事業である。

地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。 ○

明確な政策目的（成果目標）の達成手段として位置付けられ、優先度の高い事業と
なっているか。

○

事
業
の
効
率
性

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　 ○ ○モニタリングシステム関係経費については、一般競
争入札に付すこと等により競争性を確保しつつ、節減を
図っている。

○FA業務委託経費については、その性質上、入札に
付すことが不可能であるため随意契約としているが、複
数業者から見積書を徴取するなど、競争性の確保・コ
スト削減に努めている。

○モニタリングシステム関係経費については運用の
み、FA業務委託経費については金融機関等からの申
請があったもののみを対象としており、真に必要なもの
に限定されている。

○FA業務委託経費に係る不用率が大きい理由は、資
本参加の申請が想定よりも少なかったこと等によるもの
である。

受益者との負担関係は妥当であるか。 ―

単位当たりコストの水準は妥当か。 ○

資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。 ―

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 ○

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） ○

事
業
の
有
効
性

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果
的あるいは低コストで実施できているか。

○ ○信用リスク・オペレーショナルリスク検証システムに
ついて、サーバでの運用をPCでの運用に切り替えるな
ど、より低コストで実施できる方法を採用している。

○モニタリングシステムは、金融機関に対する効果的・
効率的なオフサイト・モニタリングに活用されている。

活動実績は見込みに見合ったものであるか。 ―

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。 ○

重
複
排
除

類似の事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。
（役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

―

―
事業番号 類似事業名 所管府省・部局名

点
検
結
果

○平成24年度の予算と実績を比較すると多額の不用が生じている。これはFA業務経費について、資本参加の申請件数が想定よりも少なかったこと
等によるものである。

○モニタリングシステム関係経費については、効果的・効率的なオフサイト・モニタリングを実施するため、これまで予算を確保する必要があったが、
平成26年度にモニタリングシステムが「金融庁業務支援統合システム(3局システム)（※）」へ移行する予定であるため、その前提の下では今後の予
算措置は不要とする。

（※）現行システム（①金融検査監督データシステム、②モニタリングシステム、③証券総合システム）を統合して再構築することにより、統合後のシス
テムの運用等の合理化を推進し、経費の削減等を図るために開発を行っているシステムである。

○金融機能強化法に基づく資本参加に係るFA業務経費については、新たな自己資本比率規制（バーゼルⅢ）を踏まえた長期的な視点に立った資本
政策の検討が求められていることなどから、多くの金融機関等から資本参加の申請がある場合や大規模なFA業務委託が必要な場合に対応するた
め、２６年度も前年度と同程度の予算確保が必要。
【24年度予算額　50,000千円（対前年度比：▲52,375千円）】

　また、預金保険法に基づく資本増強に係るＦＡ業務経費については、資本増強の申請がなされた場合に備え、予算を確保することが必要。なお、平
成25年の同法改正により資本増強の対象が拡大されたことに伴い、26年度は前年度を上回る要求額となる見込み。

○信用リスク・オペレーショナルリスク関係経費については、銀行の信用リスク等にかかる計測手法の承認審査において、統計モデル等の検証を実
施するため、予算確保は必要。
　25年度予算においては、経費削減策(サーバでの運用をPCでの運用に切替)により削減を図っている。
　【25年度予算額　4,585千円（対前年度比：▲3,632千円）】

外部有識者の所見

行政事業レビュー推進チームの所見

事
業
内
容
の
改
善

○モニタリングシステム関係経費については、モニタリングシステムが「金融庁業務支援統合システム（3局システム）」へ移行する予定であ
るため、26年度の予算措置は不要。

○FA謝金については、バーゼルⅢにおける資本の質の向上等の要請に的確に対応するため、予算を確保する必要性は認められる。ただ
し、これまで多額の不用が発生していることを踏まえ、要求額を検討すべきである。

○信用リスク・オペレーショナルリスク検証システム関係経費については、銀行の信用リスク等の計測手法を当局が検証するため、引き続き
必要な予算を確保することが重要。

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

執
行
等
改
善

○モニタリングシステム関係経費については、今後の予算措置は不要とする。

○FA謝金については、金融機関からの申請件数が少なかったことにより、24年度は多額の不用が発生したが、バーゼルⅢ対応に伴う資本
の質の向上等に的確に対応する必要があることを踏まえ、引き続き25年度と同額程度の予算を要求する。
なお、単価については、22年度レビューを反映し、24年度から削減しているところである。

○信用リスク・オペレーショナルリスク検証システム関係経費については、引き続き必要な25年度と同額程度の予算を要求する。

備考

関連する過去のレビューシートの事業番号

平成22年 2 平成23年 2 平成24年 2



※平成24年度実績

資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）
（単位：百万

円）

自己資本比率規制の国内実施に
伴う承認審査に対応したシステム
（バーゼルⅡ対応システム）の運
用・保守等を実施（24年4月～12
月）
新システム（信用リスク・オペレー
ショナルリスク検証システム）の開
発（24年10月～12月）及び運用・保
守（25年1月～3月）を実施。

効果的・効率的なオフサイト・モ
ニタリングの実施のため、報告・
分析の対象となる情報の処理を
迅速かつ効率的に行う金融庁
統合モニタリング・分析システム
（モニタリングシステム）の開発
（変更開発を含む）、保守等を実
施

金融庁
133百万円

金融機関の業務の健全かつ適切な運営を確保する。
預金等定額保護下における円滑な破綻処理のための態勢整備及びシステミックリスク
の未然防止を図る。
中小企業金融をはじめとした企業金融等の円滑化及び地域密着型金融の推進を図る。

《モニタリングシステム
関係委託》

【一般競争入札・委託】

1先：12百万円
【随意契約（公募）・委託】

4先：102百万円
【国庫債務負担行為・委託】

1先：8百万円

B. ㈱日立システムズ
6先：122百万円

【一般競争入札・委託】

A. ㈱富士通マーケティング
8百万円

【随意契約・委託】
1先：2百万円

C. デロイトトーマツファイナンシャ
ルアドバイザリー㈱

1先 2百万円

金融機能強化法に基づき国の
資本参加を行う金融機関等が
発行する優先株式等の商品性
審査のため、フィナンシャル・ア
ドバイザリー（ＦＡ）業務を受託

《金融機能強化法に基づく資本
増強の審査に係る委託》

《信用リスク・オペレーショナルリスク
検証システム関係委託》



費目・使途
（「資金の流れ」
においてブロック
ごとに最大の金
額が支出されて
いる者について
記載する。費目と
使途の双方で実
情が分かるように

記載）

A.㈱富士通マーケティング

費　目 使　途
金　額
(百万円）

費　目 使　途
金　額
(百万円）

検証プログラム変更
金融機関から提出された分析データの検証を行うプロ
グラムの作成・更新に要する費用 3

SASライセンス等更新費用
分析ソフト(SAS)の等ライセンスの更新に要
する費用

3

運用サービス(SE)
各種対応に要する費用（利用者変更、監
査、障害、停電）

2

新システム開発・保
守・運用

新システムの開発及び保守・運用に係る費
用（国庫債務負担行為：25年1月～28年12月）

0

計 8 計 0

B.㈱日立システムズ

費　目 使　途
金　額
(百万円）

費　目 使　途
金　額
(百万円）

人件費 保守作業に係るSEの人件費 74

計 74 計 0

C.　デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー㈱

費　目 使　途
金　額
(百万円）

費　目 使　途
金　額
(百万円）

事業費 FA業務 2

計 2 計 0

費　目 使　途
金　額
(百万円）

費　目 使　途
金　額
(百万円）

計 0 計 0



支出先上位１０者リスト
A.㈱富士通マーケティング

※入札時の予定価格が類推できないよう、予定価格及び落札率を公表していない。

B.㈱日立システムズ

※入札時の予定価格が類推できないよう、予定価格及び落札率を公表していない。

C.　デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー㈱

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1 ㈱富士通マーケティング 信用リスク・オペレーショナルリスク検証システムに係る運用支援及びハードウェア・ソフトウェア保守業務 8 1 -(※)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1 ㈱日立システムズ 金融庁統合モニタリング・分析システムの運用支援及び保守（個別運用支援） 74 随意契約

2 ㈱フォーカスシステムズ 金融庁統合モニタリング・分析システムのシステム監視業務 12 3 -(※)

3 ㈱日立システムズ 金融庁統合モニタリング・分析システムの変更開発 10 随意契約

4 ㈱日立システムズ 金融庁統合モニタリング・分析システムの変更開発 10 随意契約

5 昭和リース㈱ 金融庁統合モニタリング・分析システムに係る機器等の調達 8 随意契約

6 昭和リース㈱ 金融庁統合モニタリング・分析システムに係る機器等の調達 8 国庫債務負担行為

7

8

9

10

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1
デロイトトーマツファイナンシャ
ルアドバイザリー㈱

FA業務（金融機関に対する資本の増強に関する審査等） 2 随意契約

2

3

4

5

6

7

8

9

10



平
成
2
5
・
2
6
年
度
予
算
内
訳

25

政府開発援助諸謝金 16

26年度要求

証券監督者国際機構等分担金等 30

16

費　目

89

庁費

26

0

225計 150

委員等旅費

主な増減理由

政府開発援助経済協力開発機構等拠出金 87 ○　日本で開催する国際会議の実施回数を前年より増やす見込みであり、国際会
議運営委託費等が増加するため。
      （庁費：＋8百万円）

○　「日本再興戦略」を踏まえ、アジア金融連携センター（仮称）設立等に必要な経
費として、新規に要求。
      （庁費：＋36百万円、外国人招へい旅費：＋25百万円）

（参考）
　26年度要求のうち「新しい日本のための優先課題推進枠」：62百万円

外国人招へい旅費 -

25年度当初予算

21

-

各セミナーの参加人数（参加対象国）は以下のとおりで
あり、増加している。

-

―

証券：29（15）
保険：8（8）
銀行：12（9） (                )

証券：6（5）
保険：9（5）
銀行：震災に
より中止

証券：23（14）
保険：7（7）
銀行：8（5）

65

成果目標及び成
果実績

（アウトカム）

単位当たり
コスト

　　　　　-　　　　　　（円／　　　　　　　　） 算出根拠

活動指標及び活
動実績

（アウトプット）

活動指標

成果指標

達成度

24年度単位

　研修事業（各セクター別セミナー）については、銀行監督セミナー、
保険監督セミナー、証券監督セミナー年1回開催しており、右表のと
おり年々参加国及び参加人数は増加しており、積極的な活動を行っ
ている。

活動実績

25年度活動見込

証券：100％
保険：75％
銀行：震災に
より中止

　本事業の目的は、国際金融システムの安定と発展に資すること、
アジアの金融インフラ整備支援等とともに日本の企業・金融機関の
事業展開を促進すること及び公認会計士監査を充実・強化していく
ことであり、定量的な目標を示すことは困難。
　ただし、研修事業（各セクター別セミナー）については、アンケートを
参考指標として活用し、実績を評価している。これらセミナーは、アジ
ア諸国の金融監督当局等に対する技術支援を通じて各国当局の能
力向上を図るものであり、右の参考指標が示すとおり、参加者からも
高い評価を得ている。同時に、アジア諸国との連携強化、ひいては
アジアにおける日本の企業・金融機関の事業展開の促進にも資する
ものである。

証券：94％
保険：100％
銀行：100％

22年度 23年度

％

単位

成果実績

24年度23年度22年度

証券：89％
保険：85％
銀行：100％

目標値
（　　年度）

各セミナーの参加者を対象に実施したアンケートでは、
本セミナーが有益である旨の評価を、大多数の参加者か
ら得ている（下記参照）。

当初予算

79.4% 92.3% 96.4%

執行額 112

168

141

補正予算

3 -繰越し等 -

-

225計 142 150146

-

実施方法

予算
の状
況

▲1

150

155

-

164

-

○各国際機関等（FATF、IAIS、APG、IOSCO、IFIAR）の事務運営費としての国際分担金。

○各国際機関（OECD、IAIS、ＩOSCO）の新興市場国向け技術支援のための拠出金。

○アジアの新興市場国の金融行政担当者を対象とした研修事業の実施。

○アジアの金融インフラ整備支援等の実施。

○アジア諸国が参加する国際会議の開催。

225

26年度要求

147

■直接実施　　　　　■委託・請負　　　　　□補助　　　　　■負担　　　　　□交付　　　　　□貸付　　　　　□その他

25年度23年度 24年度22年度

142

一般会計

事業開始・
終了(予定）年度

担当課室平成12年度～ 田原 泰雅総務課国際室

政策・施策名
政策Ⅳ… 横断的政策
 施策２… アジア諸国における金融・資本市場の整備
          及び金融業の一層の開放に向けた政策協調

予算額・
執行額

（単位:百万
円）

執行率（％）

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度
以内）

会計区分

○国際的な金融規制改革に積極的に対応すること等を通じ、国際金融システムの安定と発展、ひいては日本経済の持続的な
成長に資する。

○アジアの金融インフラ整備支援等を通じて、日本企業・金融機関の事業展開を促進する。

関係する計画、
通知等

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」（平成25年1月11日閣議決定）
「経済財政運営と改革の基本方針」（平成25年6月14日閣議決定）
「日本再興戦略」（平成25年6月14日閣議決定）

-
根拠法令
（具体的な
条項も記載）

事業概要
（5行程度以
内。別添可）

総務企画局

事業番号 3
　　　　　　　　　　　　平成２５年行政事業レビューシート （金融庁）

事業名 国際分担金・拠出金等経費 担当部局庁 作成責任者



平成24年 3平成22年

関連する過去のレビューシートの事業番号

3 3

○アジアの金融インフラ整備支援については、平成24年度に次の取組みを実施した。
　①ベトナムの証券市場整備支援の一環として、日本においてベトナム証券委員会向けに証券監督セミナーを開催。
　②財務総合政策研究所と協働でミャンマーの証券取引法整備支援を実施。
　③ミャンマー及びインドネシアにおける金融インフラ整備支援のための基礎的調査を実施。
　④ベトナム及びインドネシアにおいて電子記録債権制度を現地で普及させるためのセミナーを実施。

　①については、セミナー終了後、研修生に対してアンケート調査を実施しており、「セミナーにおけるテーマの網羅性」「セミナーの内容のレベル」に
ついて、回答者の概ね９割以上が「適切」であったと回答した。
　②については、支援の結果、証券取引法がミャンマーの国会に提出され、成立・発効した。
　③については、専門性が高く行政実務にも有益な調査を実施することにより、両国における今後の金融インフラ整備支援に役立つ調査結果を得る
ことができた。
　④については、セミナー終了後、参加者に対してアンケートを実施しており、「電子記録債権制度の理解度」は両国ともに８割が「理解した」と回答
し、両国において同制度に対する高い理解を得ることができた。
　これらの取組みは、日本の企業・金融機関のアジアにおける事業展開を促進する上で非常に重要と考えられる。

外部有識者の所見

○2012年10月に、OECDコーポレート・ガバナンス・アジア・ラウンドテーブル（RT）を東京で開催した。RTは、OECDコーポレート・ガバナンス委員会の
アウトリーチの一環で、アジア地域のOECD非加盟国のコーポレート・ガバナンス改善を促すことを目的として年１回開催されている会合である。当日
は、アジアを中心とした海外からの参加者(当局、自主規制機関等)など、14か国・地域・約120名が参加し、好評を博した。会合では活発な議論が展
開され、アジアのコーポレート・ガバナンス改革について様々な角度からの知見を得ることができ、非常に有益な会合であったと考えられる。

点
検
結
果

○国際分担金・拠出金は、各国際機関等の事務運営費及び技術支援費として支出している。
　国際分担金は、各国際機関等に加盟する国が義務的に負担する経費である。
　一方、拠出金は、日本から各国際機関に派遣されて技術支援を実施する職員の人件費及びその活動経費である（ＯＥＣＤ：1名、ＩＡＩＳ：2名、ＩＯＳＣ
Ｏ：1名）。
　これらの費用は、金融に関する国際的な基準策定等に積極的に参画して主導的な役割を果たし、日本のプレゼンスを高め、国際協調に貢献してい
く上で極めて重要と考えられる。なお、国際的な金融規制改革においては、費用の支出だけでなく、金融庁職員がＩＯＳＣＯ代表理事会議長（2013年3
月に任期終了）、ＩＡＩＳ執行委員会共同副議長、FSBアジアRCG共同議長を務めるなど、国際的な金融規制改革の議論に積極的に参画・貢献を図っ
ている。

○国際分担金・拠出金については、政策目的の実現のために必要な額を計上するととともに、引き続き各国際機関の活動に対して具体的
な提案を行う等により、資金の有効活用を促していく。

○アジア諸国の金融行政担当者を対象とした研修事業については、対象国を優先付けすることと併せて開催日数や時期等の見直しを行
い、引き続き更なる効率化を図る。

○今後のアジア金融インフラ整備支援については、日本企業及び金融機関のアジアにおける事業展開を支援する観点を踏まえつつ、費用
対効果を十分に考慮した上で、引き続き効率的に執行していく。

平成23年

現
状
通
り

備考

所管府省・部局名

重
複
排
除 ─

行政事業レビュー推進チームの所見

○アジア諸国の金融行政担当者を対象とした研修事業については、各セミナーの参加者に対しアンケートを実施し、「役に立つ」「具体的に活用する
方向で検討中」「ニーズに合致している」と回答した割合が９４％～１００％に及ぶなど、高い評価を得られたことを確認している。
　このような技術支援は、アジア諸国の当局者の能力向上に資するのみならず、日本にとっても、アジア諸国の当局等との連携を強化することに役
立っており、さらに、日本と緊密な関係を有するアジア諸国の金融システムの健全な発展を通じて、日本を含む国際的な金融システムの安定性を向
上させるという観点からも有益であると考えられる。

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

事
業
の
有
効

性

類似の事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。
（役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果
的あるいは低コストで実施できているか。

○

○

現
状
通
り

○国際分担金・拠出金については、「経済財政運営と改革の基本方針」（平成25年6月14日閣議決定）に掲げられた、「国際的な金融規制改
革への対応」、「金融システムの安定のための制度整備」等の施策の実施のために、今後も継続的拠出の必要性は認められる。ただし、資
金が有効に活用されるよう、引き続き資金使途をフォローしていく必要がある。

○アジア諸国の金融行政担当者を対象とした研修事業については、既に23年度以降の予算において重点化（対象国の優先付け、開催日
数の見直し等）を実施しているが、26年度においても、アジア新興市場国の金融行政関係者とのネットワーク構築に引き続き積極的に取り
組みつつ、更なる対象国の優先付け、開催日数の見直し等の効率化を図れないか検討を行っていく必要がある。

○アジアの金融インフラ整備支援については、「日本再興戦略」（平成25年6月14日閣議決定）に盛り込まれたことを踏まえ、金融インフラの
基礎的調査により各国の技術支援のニーズを把握した上で、費用対効果を十分に考慮した取組みを実行していく必要がある。

財務省等

○

OECD拠出金

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。 ○

類似事業名

○OECD拠出金は、財務省など他省庁からも拠出され
ているが、金融庁では、アジア等の新興市場国におけ
るコーポレートガバナンス改革など金融分野を対象とし
た活動に拠出している。

事業番号

○アジアの金融インフラ整備支援において、ベトナム証券委
員会向け証券監督セミナーで研修生から高い評価を得られ
たほか、ミャンマー・インドネシアにおける金融インフラ整備支
援のための基礎的調査で、今後のプロジェクト発掘に有効活
用できる調査結果が得られたなど、高い成果が得られた。

活動実績は見込みに見合ったものであるか。

○

評価に関する説明

事
業
の
効
率
性

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　 ○

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） ─

─

○

○一般競争入札の実施により、競争性の確保・コスト削
減に務めている。

受益者との負担関係は妥当であるか。 ○

単位当たりコストの水準は妥当か。

資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。 ─

国
費
投
入
の

必
要
性

広く国民のニーズがあるか。国費を投入しなければ事業目的が達成できないのか。 ○国際的な金融規制改革は、G20等で国際的に合意されて
おり、国として実施すべき優先度の高い事業と考えられる。
また、アジアの金融インフラ整備支援は、「日本経済再生に
向けた緊急経済対策」（平成25年1月11日閣議決定）に盛り
込まれた施策であり、国として実施すべき優先度の高い事業
と考えられる。

○

○

事業所管部局による点検

評　価項　　目

明確な政策目的（成果目標）の達成手段として位置付けられ、優先度の高い事業と
なっているか。

地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。



※平成24年度実績

資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）
（単位：百万

円）

国際分担金・拠出金等経費

各国際機関（FATF、IAIS、APG、
IOSCO、IFIAR）の事務運営費として
の国際分担金

アジアの金融インフラ整備支援
（セミナー及び実態調査）

【拠出金】

アジア諸国が参加する国際会議
等を開催するための経費

新興市場国の金融行政担当者を
対象とした研修事業

【分担金】

各国際機関（OECD、IAIS、ＩＯＳＣ
Ｏ）の新興市場国向け技術支援の
ための拠出金

A．経済協力開発機構（OECD)
3先：84百万円

金融庁
141百万円

B．金融活動作業部会（FATF)
5先：24百万円

【一般競争入札・委託】

D．（有）ビジョンブリッジ
4先：14百万円

E．（株）サイマル・インターナショナ
ル

4百万円

C．（有）ビジョンブリッジ
3先：15百万円

【一般競争入札・委託】 【一般競争入札・委託】



計 0計 4

人件費 事務局コーディネーター等

業務費 セミナー開催費 1

使　途
金　額
(百万円）

1

2

費　目 使　途
金　額
(百万円）

費　目

旅費 外国人招聘費

0

D.（有）ビジョンブリッジ

計 9 計

業務費 セミナー開催費 1

旅費 外国人招聘費

人件費 事務局コーディネーター等

6

1

C．（有）ビジョンブリッジ

使　途
金　額
(百万円）

費　目 使　途
金　額
(百万円）

費　目

計 7 計 0

金融活動作業部会事務運営費

費　目

7

使　途
金　額
(百万円）

4計

事務運営費

費　目

40

B．金融活動作業部会（FATF)

使　途

4事務経費、人件費等会議運営費40

計

金　額
(百万円）

費　目 使　途

事業費

E．（株）サイマル・インターナショナルA．経済協力開発機構（OECD)

金　額
(百万円）

費目・使途
（「資金の流れ」
においてブロック
ごとに最大の金
額が支出されて
いる者について
記載する。費目と
使途の双方で実
情が分かるように

記載）

使　途

新興市場国向け技術支援費

費　目
金　額
(百万円）



支出先上位１０者リスト
A.経済協力開発機構（OECD)

B.金融活動作業部会（FATF)

C.（有）ビジョンブリッジ

※入札時の予定価格が類推できないよう、予定価格及び落札率を公表していない。

D.（有）ビジョンブリッジ

※入札時の予定価格が類推できないよう、予定価格及び落札率を公表していない。

10

9

6

8

7

5

1
-
(※)

ミャンマーにおける金融インフラ整備支援のための基礎的調査 4

インドネシアにおける金融インフラ整備支援のための基礎的調査 3

1
-
(※)

ベトナム及びインドネシアにおける電子記録債権制度に関するセミナーに係る運営業務 4

3
-
(※)

ベトナム証券委員会向け証券監督支援セミナーに係る運営業務 4

4 新日本有限責任監査法人

2 （株）大和総研

3 （有）ビジョンブリッジ

9

10

1 （有）ビジョンブリッジ

入札者数 落札率

2
-
(※)

業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

支　出　先

銀行監督者セミナーに係る運営業務 3

8

7

6

3 （株）エモック・エンタープライズ

5

4

入札者数 落札率

4
-
(※)

5
-
(※)

2
-
(※)

2 公益財団法人国際金融情報センター

業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

支　出　先

保険監督者セミナーに係る運営業務 3

証券監督者セミナーに係る運営業務 91 （有）ビジョンブリッジ

10

6

7

9

8

- -

- -

5 監査監督機関国際フォーラム（IFIAR) 分担金 1

分担金 7

分担金 63 保険監督者国際機構（IAIS）

- -

- -

分担金 7

4 アジア・太平洋マネーロンダリング対策グループ（APG） 分担金 3

2 証券監督者国際機構（IOSCO）

1 金融活動作業部会（FATF）

支　出　先 入札者数 落札率業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

- -

10

8

9

7

5

6

8

1 経済協力開発機構（OECD)

-

4

3 証券監督者国際機構（IOSCO） 拠出金

-

業　務　概　要

-

支　出　先

拠出金2 保険監督者国際機構（IAIS）

-

-

支　出　額
（百万円）

36

拠出金 40

-

落札率入札者数



E.（株）サイマル・インターナショナル

※入札時の予定価格が類推できないよう、予定価格及び落札率を公表していない。

2

3

4

10

8

7

9

5

6

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

5
-
(※)

1 （株）サイマル・インターナショナル OECDコーポレート・ガバナンス・アジア・ラウンドテーブルに係る運営業務 4

入札者数 落札率



事業番号 4
　　　　　　　　　　　　平成２５年行政事業レビューシート （金融庁）

事業名 有価証券報告書等電子開示システム等経費 担当部局庁 総務企画局 作成責任者

事業開始・
終了(予定）年度

平成13年度～ 担当課室 企業開示課 油布　志行

会計区分 一般会計 政策・施策名

政策Ⅲ… 公正・透明で活力ある市場の構築
 施策１… 市場インフラの構築のための制度・環境整備
 施策３… 市場取引の公正性・透明性を確保するための
　　　　　制度・環境整備

根拠法令
（具体的な
条項も記載）

金融商品取引法第27条の30の２
関係する計画、

通知等

○「有価証券報告書等に関する業務・システム最適化計画
（平成18年3月28日金融庁行政情報化推進委員会決定）」
○「我が国における国際会計基準の取扱いに関する意見書
（中間報告）」

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度
以内）

○投資者の投資判断に必要な有価証券の発行者の財務内容、事業内容及び有価証券を大量に取得・保有する者の状況を正
確、公平かつ適時に開示することにより、投資者保護を図ること。

○金融・資本取引や企業活動の国際化等の状況を踏まえた会計制度の整備等を図ることにより、我が国市場の公正性・透明
性の確保の向上に資すること。

事業概要
（5行程度以
内。別添可）

○上場会社等から提出される企業の財務内容等が記載された有価証券報告書等について、その提出から公衆縦覧に至るま
での一連の手続を電子化した｢有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(以下「EDINET」という。)」の開発・運
用を行う。
　平成24年度においては、「有価証券報告書等に関する業務の業務・システム最適化計画」（平成18年３月金融庁行政情報化
推進委員会決定）の改定を受け、EDINETの新システム（次世代EDINET）の開発等を行った（システム開発期間（予定）：平成24
年1月から平成25年9月まで）。

○国際会計基準に関する議論の動向を把握し、調査分析するとともに、我が国としての考え方等の意見発信を行う。

実施方法 ■直接実施　　　　　■委託・請負　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□交付　　　　　□貸付　　　　　□その他

予算額・
執行額

（単位:百万
円）

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度要求

予算
の状
況

当初予算 1,389 1,233 2,014 1,734 797

補正予算 ▲ 200 23 ▲ 12 -

繰越し等 1,464 - - -

計 2,653 1,256 2,002 1,734 797

執行額 2,488 1,221 1,983

執行率（％） 93.8% 97.2% 99.1%

成果目標及び成
果実績

（アウトカム）

成果指標 単位 22年度 23年度

％

24年度
目標値
（　　年度）

　本事業の目的は、開示・会計制度のインフラを整備すること、有価
証券の発行者の財務内容、事業内容及び有価証券を大量に取得・
保有する者の状況を正確、公平かつ適時に開示すること、及び国際
会計基準審議会の議論の動向の把握及び関係情報の調査分析等
を行うことであり、定量的な目標を示すことは困難。

成果実績

達成度

活動指標及び活
動実績

（アウトプット）

活動指標 単位 22年度 23年度 24年度 25年度活動見込

EDINETの情報公開サイトへのアクセス件数（月平均）
EDINETの稼働率

活動実績

（当初見
込み）

千件/月
（平均）

15,532 18,032 23,462 ―

％ 99.9% 99.9% 100% ―

単位当たり
コスト

　　（平成24年度予算執行額／　稼動日数）
833百万円/360日＝2.3百万円/日

算出根拠

EDINETの稼働日１日当りの運用経費を記載。
「単位当たりコスト＝X/Y」
X：平成24年度EDINET運用予算額（百万円）
Y：稼働日数（システムの定期保守等、故障に因らない停止期間は除外
しています。）

平
成
2
5
・
2
6
年
度
予
算
内
訳

費　目 25年度当初予算 26年度要求 主な増減理由

情報処理業務庁費 1,695 763 ○　EDINETの運用経費について、新システムに移行することに伴う減
　　　（情報処理業務庁費：▲379百万円）

○　国際会計基準事務委託費について、一般競争入札に移行することに伴う減
　　　（国際会計基準事務委託費：▲4百万円）

その他、EDINET開発経費について、新システムの開発終了に伴う減
　　　（情報処理業務庁費：▲553百万円）

国際会計基準事務委託費 38 35

計 1,734 797



事業所管部局による点検

項　　目 評　価 評価に関する説明

国
費
投
入
の

必
要
性

広く国民のニーズがあるか。国費を投入しなければ事業目的が達成できないのか。 ○ ○投資者の投資判断に必要な有価証券の発行者の財
務内容、事業内容及び有価証券を大量に取得・保有す
る者の状況を正確、公平かつ適時に開示することによ
り、投資者保護を図る事業であることから、国が実施す
るべき事業である。

地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。 ○

明確な政策目的（成果目標）の達成手段として位置付けられ、優先度の高い事業と
なっているか。

○

事
業
の
効
率
性

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　 ○

○平成24年度の開発等に係る業務委託先の選定に当
たっては、一般競争入札及び企画競争による調達を
行っており、競争性は確保されている。
　また、費目・使途は事業目的に即したものに限定して
いる。

受益者との負担関係は妥当であるか。 -

単位当たりコストの水準は妥当か。 -

資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。 -

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 ○

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） -

事
業
の
有
効
性

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果
的あるいは低コストで実施できているか。

- ○平成24年度のEDINETの稼働率は100％と、目標とし
ているサービスレベル（99.9％）を上回っていることに加
え、平成24年度のアクセス件数が、月平均で2,300万件
を超えていることから、活動実績は見込みに見合ったも
のであり、整備された施設等は十分に活用されている。

活動実績は見込みに見合ったものであるか。 ○

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。 ○

重
複
排
除

類似の事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。
（役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

-

－事業番号 類似事業名 所管府省・部局名

点
検
結
果

○EDINETは、信頼性の高い、魅力ある市場環境を整備するために必要なインフラである。
　平成24年度のEDINETへのアクセス件数は、月平均2,300万件を超えており、EDINETにより提出された企業情報等の投資情報は多くの投資家等に
利用されている。
  他方で、EDINETの更なる利便性向上を求める意見・要望(XBRL（※）の対象範囲の拡大、投資家向けの検索・分析機能の向上等)が多く寄せられて
いる。
　このため、投資家向けの投資情報を更に充実させ、その利活用を促進することにより、投資拡大や有価証券を発行する企業の資金調達の効率化
等に資することを目的として、国際水準を踏まえたXBRLの対象範囲の拡大、投資家向けの検索・分析機能の向上等の開発を行う必要がある。
　 ※XBRL：財務情報等を効率的に作成・流通・利用できるよう、国際的に標準化されたコンピューター言語

○国際会計基準事務委託については、これまでも国際会計基準をはじめとする企業会計全般に関して高度に専門的な知識を有する者に委託するこ
とで、国際会計基準の策定・改訂等について、質・確度の高い情報を入手するとともに、我が国の意見・立場の効果的な発信をすることが可能となっ
てきたところである。
　当該業務については、引き続き国際会計基準をはじめとする企業会計全般に関して高度に専門的な知識を有する者に委託することが適当と考えら
れる。
　契約方式については、平成24年度は発注を分割する等の工夫を行ったうえで企画競争を行なったが、平成25年度以降については、平成24年７月に
閣議決定により公共サービス改革法に基づく民間競争入札の対象事業とされたことを受け、一般競争入札（総合評価落札方式）に移行することとして
いる。
　事務委託契約の終了時には委託先より委託事務実績報告書の提出を受け、本委託費の使途につき、実績報告書提出時及び必要に応じて説明を
聴取している。当該報告書については、平成21年度より当庁ウェブサイトで概要を公表している。

外部有識者の所見

○情報システムに関する運用・保守業務の委任契約は、単価・工数等の見込みについて、過去の実績を重視することにより、一般的にコスト管理が甘くなる
ことがある。余計なコストが追加的にかかることがないよう、特に運用管理の業務等について、管理体制が求められる。

○EDINETは、システムの開発・運用・保守を委託しており、アクセス管理の徹底等、委託先の管理も考える必要がある。

○EDINETは、非常に公共性が高いシステムであることから、セキュリティ対策の有効性を担保する第三者による監査等の導入も考慮する必要がある。

○EDINETについては、システムの運用のメンテナンスだけの段階になった場合には、外部に運用を任せることも考えられるのではないか。

行政事業レビュー推進チームの所見

事
業
内
容
の
改
善

○EDINETの運用･開発経費は、投資家に対する適切な情報提供のために必要な経費であり、投資家の更なる利便性の向上のため、国際
水準を踏まえたXBRLの対象範囲の拡大、投資家向けの検索･分析機能の向上等のために必要な予算の確保は重要。
　一方、上記「外部有識者の所見」を踏まえ、運用・保守の在り方、アクセス管理、セキュリティ対策等について検討していく必要がある。

○国際会計基準事務委託費は、国際会計基準審議会における国際会計基準の作成・改定等に関し、議論の動向及び関係資料の調査分析
等を外部委託するものであり、国際会計基準の重要性が高まっているなか、必要な予算の確保は重要。なお、平成24年度に、「競争の導入
による公共サービスの改革に関する法律」に基づき、民間競争入札の対象事業とされたことを踏まえ、平成25年度より一般競争入札へ移行
することとしており、その適切な実施を図る必要がある。

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

縮
減

○EDINETについては、今後もシステムの安定運用に努めるとともに、企業内容等の開示に係る制度改正に伴う改修や、開示情報利用者の
利便性向上及び開示書類提出者の負担軽減を考慮した開発の検討等を行っていく。
　また、「外部有識者」及び「行政事業レビュー推進チーム」の所見を踏まえ、以下のとおり改善等を実施する。
①「運用・保守の在り方」については、単価・工数等の見込みについて、過去の実績を精査するとともに、CIO補佐官等からの助言を受けるこ
とにより、コスト管理が甘くならないよう、業務に係る管理体制を強化していく。
②「業務委託先のアクセス管理」については、現在、委託先への立ち入り検査を実施しているが、今後は更に再委託先への立ち入り検査に
ついても必要に応じて実施する予定である。
③「セキュリティ対策」については、現在も第三者によるセキュリティ監査を定期的に実施しており、今後も継続して実施する予定である。
④「外部への運用委任」については、今後、中長期的に検討する必要がある。

○EDINETの運用経費については、新システムに移行することに伴い、システム運用事業者の作業要員の見直し等を行い、縮減を図る。

○国際会計基準事務委託費については、平成25年度に契約方式を変更するが、その際に適切な実施を図る。

備考

関連する過去のレビューシートの事業番号

平成22年 4 平成23年 4 平成24年 4



※平成24年度実績

資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）
（単位：百万

円）

金融庁
1,983百万円

有価証券報告書等電子開示システムの
整備・運用等

【随契（公募）･委託】

【一般競争･委託】

【一般競争（総合）･委託】 【一般競争･委託】

【一般競争･委託】

【一般競争（総合）･委託】

A.東京センチュリーリース㈱
490百万円

B.富士通㈱
343百万円

C.㈱富士通マーケティング

他１先
28百万円

D.富士通㈱ 他1先
7百万円

EDINETの運用に係る
機器・ソフトの賃貸借

EDINETの運用管理

業務

EDINET機器等一部
更新業務

EDINETの遠隔地での
データ保全環境の整
備

【随契･委託】

【企画競争･委託】

【一般競争･委託】

E.富士通㈱ 他1先
806百万円

F.㈱富士通マーケティング

他1先
269百万円

G.公益財団法人
財務会計基準機構
40百万円

H.㈱富士通アドバンストソ
リューションズ 他4先
490百万円

次世代EDINETのシス
テム開発

次世代EDINETの運
用に係る機器・ソフト
の賃貸借

国際会計基準審議会
等の国際会議への参
加及び意見発信等に
関する事務の委託

国際会計審議会の議
論内容及び討議資料
等の調査分析に関する
事務の委託

次世代EDINETのシステム開
発支援



費目・使途
（「資金の流れ」
においてブロック
ごとに最大の金
額が支出されて
いる者について
記載する。費目と
使途の双方で実
情が分かるように

記載）

A.東京センチュリーリース㈱ E.富士通㈱

費　目 使　途
金　額
(百万円）

費　目 使　途
金　額
(百万円）

事業費
現行EDINETシステムの運用に係る機器・ソフトの
賃貸借 490 事業費 次世代EDINETのシステム開発経費 162

委託費 次世代EDINETのシステム開発委託 490

計 490 計 652

B.富士通㈱ F.㈱富士通マーケティング

費　目 使　途
金　額
(百万円）

費　目 使　途
金　額
(百万円）

事業費 現行EDINETシステムの運用管理業務 343 事業費
次世代EDINETの運用に係る機器・ソフトの
賃貸借

190

計 343 計 190

C.㈱富士通マーケティング Ｇ.公益財団法人財務会計基準機構

費　目 使　途
金　額
(百万円）

費　目 使　途
金　額
(百万円）

事業費 EDINET機器等一部更新業務 22 人件費 国際会議等参加及び意見発信準備等 27

旅費 国際会計基準審議会（IASB)等 11

謝金 国際会議参加経費（通訳） 2

計 22 計 40

D.富士通㈱ Ｈ.㈱富士通アドバンストソリューションズ

費　目 使　途
金　額
(百万円）

費　目 使　途
金　額
(百万円）

事業費
EDINETの遠隔地でのデータ保全環境の整
備

5 事業費 次世代EDINETのシステム開発支援 218

計 5 計 218



支出先上位１０者リスト
A.東京センチュリーリース㈱

B.富士通㈱

※入札時の予定価格が類推できないよう、予定価格及び落札率を公表していない。

C.㈱富士通マーケティング

※1　三者契約のため、入札者数は合わせて１者。
※2　入札時の予定価格が類推できないよう、予定価格及び落札率を公表していない。

D.富士通㈱

※入札時の予定価格が類推できないよう、予定価格及び落札率を公表していない。

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1 東京センチュリーリース㈱ 現行EDINETシステムの運用に係る機器・ソフトの賃貸借 490 随意契約

2

3

4

5

6

7

8

9

10

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1 富士通㈱ 現行EDINETシステムの運用管理業務 343 1
-
(※)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1 ㈱富士通マーケティング EDINET機器等一部更新業務 22 1
（※1）

-
(※2)2 東京センチュリーリース㈱ EDINET機器等一部更新業務 6

3

4

5

6

7

8

9

10

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1 富士通㈱ EDINETの遠隔地でのデータ保全環境の整備 5 1
-
(※)

2 ㈱富士通マーケティング EDINETの遠隔地でのデータ保全環境の整備 2 1
-
(※)

3

4

5

6

7

8

9

10



E.富士通㈱

※入札時の予定価格が類推できないよう、予定価格及び落札率を公表していない。

F.㈱富士通マーケティング

※1　三者契約のため、入札者数は合わせて１者。
※2 入札時の予定価格が類推できないよう、予定価格及び落札率を公表していない。

G.公益財団法人財務会計基準機構

※入札時の予定価格が類推できないよう、予定価格及び落札率を公表していない。

H.㈱富士通アドバンストソリューションズ

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1 富士通㈱ 次世代EDINETのシステム開発経費 652 1
-
(※)

2 ㈱野村総合研究所 次世代EDINETのシステム開発経費 154 1
-
(※)

3

4

5

6

7

8

9

10

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1 ㈱富士通マーケティング 次世代EDINETのハードウェア等納入・保守業務 190 1
（※1）

-
(※2)2 東京センチュリーリース㈱ 次世代EDINETのハードウェア等納入・保守業務 79

3

4

5

6

7

8

9

10

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1 公益財団法人財務会計基準機構 国際会計基準審議会等の国際会議への参加及び意見発信等に関する事務の委託 32 1
-
(※)

2 公益財団法人財務会計基準機構 国際会計審議会の議論内容及び討議資料等の調査分析に関する事務の委託 8 1
-
(※)

3

4

5

6

7

8

9

10

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1
㈱富士通アドバンストソリュー
ションズ

次世代EDINETのシステム開発支援 218 随意契約

2 日本電算企画㈱ 次世代EDINETのシステム開発支援 149 随意契約

3 ㈱NTTデータ 次世代EDINETのシステム開発支援 91 随意契約

4 富士通エフオーエム㈱ 次世代EDINETのシステム開発支援 21 随意契約

5 ㈱富士通北陸システムズ 次世代EDINETのシステム開発支援 11 随意契約

6

7

8

9

10



事業番号 5
　　　　　　　　　　　　平成２５年行政事業レビューシート （金融庁）

事業名 公認会計士試験実施経費 担当部局庁 公認会計士・監査審査会事務局 作成責任者

事業開始・
終了(予定）年度

平成16年度～ 担当課室 総務試験室 平岡 聡

会計区分 一般会計 政策・施策名
政策Ⅲ… 公正・透明で活力ある市場の構築
 施策５… 市場機能の発揮の基盤となる会計監査に
          関する制度・環境整備

根拠法令
（具体的な
条項も記載）

公認会計士法第１条、第35条第2項　等
関係する計画、

通知等
－

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度
以内）

○我が国の資本市場がその機能を十分に発揮していくためには、企業財務情報が適正に開示されることが必要不可欠である
ところ。公認会計士は企業財務情報の信頼性を確保していく上で極めて重要な役割を担っていることから、当該資格取得の前
提となる公認会計士試験を公正に実施し、公認会計士になろうとする者に必要な学識及びその応用力を有するかどうかを判定
する。

事業概要
（5行程度以
内。別添可）

○公認会計士試験は、平成18年度以降、短答式試験（平成22年試験より年２回実施）及び論文式試験（短答式試験合格者及
び短答式試験免除者等を対象）を実施しており、問題作成等のため試験委員会議を開催。

実施方法 ■直接実施　　　　　□委託・請負　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□交付　　　　　□貸付　　　　　□その他

予算額・
執行額

（単位:百万
円）

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度要求

予算
の状
況

当初予算 86 78 78 78 74

補正予算 - - ▲ 3 -

繰越し等 - 2 - -

計 86 80 75 78 74

執行額 72 74 63

執行率（％） 82.9% 92.5% 84.0%

成果指標 単位 22年度 23年度

％

24年度
目標値
（　　年度）

※本事業の目的は上記のとおり国家試験である公認会計士試験の
実施に関するものであり、試験委員の出席状況や受験者数の動向
等に影響されるものであることから、あらかじめこれらに関して定量
的な目標を示すことは困難である。

成果実績

達成度

活動指標及び活
動実績

（アウトプット）

活動指標 単位 22年度 23年度 24年度 25年度活動見込

成果目標及び成
果実績

（アウトカム）

活動実績

（当初見
込み）

―

(                   ) (                   ) (                )

単位当たり
コスト

　　　　　-　　　　　　（円／　　　　　　　　） 算出根拠 －

※本事業の目的は上記のとおり国家試験である公認会計士試験の
実施に関するものであり、試験委員の出席状況や受験者数の動向
等に影響されるものであることから、あらかじめこれらに関して定量
的な目標を示すことは困難である。

平
成
2
5
・
2
6
年
度
予
算
内
訳

費　目 25年度当初予算 26年度要求 主な増減理由

委員手当 29 29 ○　平成24年度実績（公認会計士試験受験者等）及び試験委員数の減少を要求に
反映させたことによる減。
      （諸謝金：▲4百万円）諸謝金 27 23

委員等旅費 22 22

計 78 74



事業所管部局による点検

項　　目 評　価 評価に関する説明

国
費
投
入
の

必
要
性

広く国民のニーズがあるか。国費を投入しなければ事業目的が達成できないのか。 ○ ○本事業は公認会計士試験の実施であり、試験問題
作成・答案採点等、国が公平、公正に実施すべき事業
である。地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。 ○

明確な政策目的（成果目標）の達成手段として位置付けられ、優先度の高い事業と
なっているか。

-

事
業
の
効
率
性

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　 ○

○試験問題作成者への謝金・手当等の支出、費用・使
途は事業目的に即し必要なものに限定される。

○不用率は大きくないが、不用の主な要因は論文式試
験受験者数が減少したことによる（諸謝金）

受益者との負担関係は妥当であるか。 -

単位当たりコストの水準は妥当か。 -

資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。 -

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 ○

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） -

事
業
の
有
効

性

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果
的あるいは低コストで実施できているか。

-

○本事業の成果物（試験問題等）は、公認会計士試験
の実施にあたり十分に活用されている。活動実績は見込みに見合ったものであるか。 -

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。 ○

事業番号 類似事業名 所管府省・部局名

点
検
結
果

○公認会計士試験実施経費の支出は、試験を公正かつ確実に実施するうえで不可欠（試験委員会議への出席に必要な経費、問題作成等について
試験委員に支給される手当、答案の採点等に係る諸謝金）であり必要。
　不用が発生したのは、論文式試験受験者数（諸謝金（論文式試験採点謝金）に関係）が減少したことが主な要因。試験委員会議については、短答
式試験の年２回実施に際して、すでに各試験に必要である試験委員会議の一部を同日にまとめて開催することにより、必要最小限の開催に留めてい
る。

外部有識者の所見

重
複
排
除

類似の事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。
（役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

-

－

行政事業レビュー推進チームの所見

現
状
通
り

○法律に基づく国家試験である公認会計士試験の適切な実施を担保する観点から、必要な予算額の確保は重要。
　今後の受験者数等について不確定な要素を伴うものの、予算要求における推計に当たっては、不用を発生させないためにも引き続き直近
の実績を適切に反映させるべき。

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

縮
減

○平成26年度概算要求にあたっては、平成24年度実績（公認会計士試験受験者数・合格率等・会議開催実績）及び試験委員数の減少を経
費の見積もりに適切に反映させる。

備考

関連する過去のレビューシートの事業番号

平成22年 6 平成23年 5 平成24年 5



※平成24年度実績

資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）
（単位：百万

円）

金融庁

63百万円

・試験委員が実施する公認会計士試験問題
の作成、校正、採点等の業務



費目・使途
（「資金の流れ」
においてブロック
ごとに最大の金
額が支出されて
いる者について
記載する。費目と
使途の双方で実
情が分かるように

記載）

金融庁

費　目 使　途
金　額
(百万円）

費　目 使　途
金　額
(百万円）

人件費 委員手当、諸謝金 45

旅費 委員等旅費 18

計 63 計 0

費　目 使　途
金　額
(百万円）

費　目 使　途
金　額
(百万円）

計 0 計 0

費　目 使　途
金　額
(百万円）

費　目 使　途
金　額
(百万円）

計 0 計 0

費　目 使　途
金　額
(百万円）

費　目 使　途
金　額
(百万円）

計 0 計 0



事業番号 6
　　　　　　　　　　　　平成２５年行政事業レビューシート （金融庁）

事業名 金融行政の推進に必要な経費 担当部局庁 総務企画局 作成責任者

事業開始・
終了(予定）年度

平成12年度～ 担当課室 総務課管理室 太田原　和房

会計区分 一般会計 政策・施策名

政策Ⅱ… 利用者の視点に立った金融サービスの質の向上
 施策１… 利用者が安心して金融サービスを受けられるための制度・
          環境整備
 施策３… 資産形成を行う者が真に必要な金融サービスを受けられる
　　　　 ための制度・環境整備

政策Ⅲ… 公正・透明で活力ある市場の構築
 施策３… 市場取引の公正性・透明性を確保するための制度・環境整備

政策Ⅳ… 横断的政策
 施策３… 金融サービスの提供者に対する事業環境の整備
 施策４… 金融行政についての情報発信の強化
 施策５… 金融経済リテラシー（基礎知識・活用能力）の向上のための
          環境整備

根拠法令
（具体的な
条項も記載）

－
関係する計画、

通知等
－

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度
以内）

○金融サービスの利用者保護の仕組みが確保され、適切に運用されるとともに、利用者による各種金融サービスの特性や利用者保護
の仕組みについての理解を向上する。

○国民に質が高い資産運用の機会を提供し、金融資本市場の活性化を図る。

○金融機関等の法令等遵守態勢が確立されることにより、利用者保護を図る。

事業概要
（5行程度以
内。別添可）

○金融経済教育の充実を図るためのシンポジウムの開催、パンフレット等の整備・普及

○多重債務問題改善プログラムに掲げられた施策の実施、改正貸金業法の適切かつ円滑な施行による利用者保護の徹底

○金融資本市場の活性化のための税制面の環境整備に向けた調査の実施

○金融庁ウェブサイトにおいて、貸金業法に基づき登録を受けている貸金業者を検索できるサービスを運用

等の金融行政の推進に必要な業務を行う。

実施方法 ■直接実施　　　　　■委託・請負　　　　　□補助　　　　　□負担　　　　　□交付　　　　　□貸付　　　　　□その他

予算額・
執行額

（単位:百万
円）

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度要求

予算
の状
況

当初予算 43 66 42 55 80

補正予算 － ▲ 2 － －

繰越し等 － － － －

計 43 64 42 55 80

執行額 37 52 27

執行率（％） 85.6% 81.6% 64.2%

成果指標 単位 22年度 23年度

％

24年度
目標値
（　　年度）

　本事業の目的は、金融サービスの利用者保護の仕組みが確保さ
れるとともに、利用者による各種金融サービスの特性や利用者保護
の仕組みについての理解を向上すること、国民に質が高い資産運用
の機会を提供し、金融資本市場の活性化を図ること、金融機関等の
法令等遵守態勢が確立されることにより、利用者保護を図ることであ
り、定量的な目標を示すことは困難。

成果実績

達成度

活動指標及び活
動実績

（アウトプット）

活動指標 単位 22年度 23年度 24年度 25年度活動見込

成果目標及び成
果実績

（アウトカム）

活動実績

（当初見
込み）

―

(                   ) (                   ) (                )

単位当たり
コスト

　　　　　　-　　　　　（円／　　　　　　　　） 算出根拠 -

　本事業の目的は、金融サービスの利用者保護の仕組みが確保さ
れるとともに、利用者による各種金融サービスの特性や利用者保護
の仕組みについての理解を向上すること、国民に質が高い資産運用
の機会を提供し、金融資本市場の活性化を図ること、金融機関等の
法令等遵守態勢が確立されることにより、利用者保護を図ることであ
り、定量的な目標を示すことは困難。

平
成
2
5
・
2
6
年
度
予
算
内
訳

費　目 25年度当初予算 26年度要求 主な増減理由

庁費 26 32 ○　「日本再興戦略」において、「アジアの成長も取り込みつつ、証券市場の活性化
や資産運用マーケットの強化を図ること等により、アジアNo１の金融・資本市場の構
築を目指す」とされていることを踏まえ、世界の国際金融センターの規制・税制に関
する調査・研究を行うための経費を新規に要求。
     （諸謝金：＋19百万円）

（参考）
　26年度要求のうち「新しい日本のための優先課題推進枠」：19百万円

諸謝金 21 40

情報処理業務庁費 8 8

委員等旅費 0 0

褒品費 0 0

計 55 80



事業所管部局による点検

項　　目 評　価 評価に関する説明

国
費
投
入
の

必
要
性

広く国民のニーズがあるか。国費を投入しなければ事業目的が達成できないのか。 ○
○本経費は、国民に対する金融経済教育や改正貸金
業法の制度周知や制度整備等に係る必要な調査のた
めのもの等であり、国が主導して他の関係機関と連携
しつつ実施すべき事業である。

地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。 ○

明確な政策目的（成果目標）の達成手段として位置付けられ、優先度の高い事業と
なっているか。

○

事
業
の
効
率
性

競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。　 ○

○支出先の選定にあたっては入札を実施するなど競争
性が確保されている。費目・使途は事業目的に即し真
に必要なものとなっている。

○不用が発生している主な要因は、金融経済教育の一
部について、予定していた教材等の改訂を行わなかっ
たこと等である。

受益者との負担関係は妥当であるか。 ○

単位当たりコストの水準は妥当か。 ○

資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。 ○

費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 ○

不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） ○

事
業
の
有
効

性

事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果
的あるいは低コストで実施できているか。

○ ○金融経済教育について作成したガイドブック及び改
正貸金業法の制度に関するポスター・リーフレットを学
校、地方公共団体及び金融機関等に送付しているほ
か、金融税制に係る調査結果については税制改正要
望に、それぞれ有効活用している。

活動実績は見込みに見合ったものであるか。 ○

整備された施設や成果物は十分に活用されているか。 ○

事業番号 類似事業名 所管府省・部局名

点
検
結
果

○金融経済教育等経費については、広く国民に対して金融に関する正確な情報を発信するための経費であり、金融トラブルの未然防止、利用者保護
を図る上で重要。

○多重債務問題改善プログラムの実施等に要する経費については、ポスター・リーフレットの改訂・配布等による多重債務相談窓口の周知、改正貸
金業法等の制度に係る普及活動を適切に実施するために必要な経費であり、金融サービスの利用者保護の仕組み等について、利用者の理解を得
るために重要。

○金融税制調査等経費については、金融所得課税をはじめとする多岐にわたる分野において、現行制度の問題点及びより効果的な制度等に係る検
証を行う経費であり、金融資本市場の活性化のための税制面の環境整備を進めるにあたり重要な経費である。当該経費は、業務の効率的な遂行、
外部機関のノウハウやネットワークの活用の観点から調査の委託をしており、予算執行の効率化を図るため、平成22年度より企画競争から一般競争
入札（総合評価落札方式）に契約方式を変更しているところ。なお、調査結果については、平成21年度より当庁ウェブサイトで公表している。

○貸金業者情報検索サービス運用経費については、貸金業者の登録情報を検索できるシステムの運用・保守に必要であり、利用者保護の観点から
重要であるため、引き続き予算確保は必要。

外部有識者の所見

重
複
排
除

類似の事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。
（役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）

－

行政事業レビュー推進チームの所見

現
状
通
り

○金融経済教育の推進に係る経費については、国民の金融リテラシーの向上を図るために必要な経費と認められる。

○多重債務問題改善プログラムの実施等に要する経費については、利用者による各種金融サービスの特性や利用者保護の仕組みの理解
向上を図るために必要な経費と認められる。

○金融税制調査等経費については、金融資本市場の活性化のための税制面の環境整備を行うために必要な経費と認められる。

○貸金業者情報検索サービス運用経費については、利用者保護の観点から必要な経費と認められる。

＜平成25年度新規＞
○金融税制広報経費は、家計の安定的な資産形成を支援するとともに、経済成長に必要な成長資金の供給を拡大する観点から導入（26年
1月）されるNISA（少額投資非課税制度）の周知・広報を実施する上で、必要な経費と認められる。

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

現
状
通
り

○　金融経済教育の推進に係る経費については、引き続き国民の金融リテラシーの向上を図るため、リーフレット等を作成・配布し、普及活
動を行う予定であり、25年度と同額程度の予算を要求する。リーフレット等の配布に当たっては、事前に配布先を対象に必要部数の調査を
実施し、重点化・効率化を図るようにする。

○　多重債務問題改善プログラムの実施等に要する経費については、過去に作成したリーフレット等のデザインを流用し効率化を図り、25
年度と同額程度の予算を要求する。また、リーフレット等の作成及び発送等に係る発注を可能な限り合わせて行うことにより、契約価格の低
減に努める。

○　金融税制調査等経費については、金融資本市場の活性化に向けた税制面の環境整備のため、金融所得課税をはじめとする現行制度
の問題点及びより効果的な制度等の検証を行う必要があり、引き続き25年度と同額程度の予算を要求する。

○　貸金業者情報検索サービス運用経費については、利用者保護の観点から必要な経費であるため、引き続き25年度と同額程度の予算を
要求する。

○　金融税制広報経費は、26年1月から導入されるNISA（少額投資非課税制度）の着実な定着・普及等を図るため、必要な経費であり、引き
続き25年度と同額程度の予算を要求する。

備考

委託調査の成果物は、以下のページにて公表。
http://www.fsa.go.jp/policy/shokenzeisei/index.html

関連する過去のレビューシートの事業番号

平成22年 7 平成23年 6 平成24年 6



※平成24年度実績

資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）
（単位：百万

円）

金融庁
52百万円

金融行政の推進に必
要な経費

A．㈱ディーバ
7百万円

【一般競争入札・委託】

B．㈱プロセスユニーク
1百万円

【随契（少額）・委託】

C．㈱徳河
0百万円

シンポジウム運営等 額縁（プレート付）の作

成

【一般（総合）・委託】

多重債務者相談窓口の
広報

【一般(総合）・委託】

AOA（帰属主義）への対応に
関する調査研究

【一般競争入札・委託】

金融庁
27百万円

A．新日本印刷工業㈱
１百万円

【随契（少額）・委託】

B．㈲ビジョンブリッジ
１百万円

【随契（少額）・委託】

C．㈱徳河
0.2百万円

【一般競争入札（国庫債務
負担行為）・委託】

D．コムシス通産㈱
4百万円

貸金業者情報検索
サービスの提供

E．㈱富士通マーケティ
ング 4百万円

貸金業者情報検索
サービスの提供

貸金業利用者に対する
調査

【随契(少額）・委託】

I．税理士法人 プライス

ウォーターハウスクーパース
７百万円

【一般競争入札（国庫債務

負担行為）・委託】

F．サンテックサービス㈱
５先：３百万円

G．敷島印刷㈱
４百万円

H．㈱日本統計センター
２百万円

多重債務者相談窓口の
広報

一般社会人・学校向
けガイドブックの印刷
・配布



費目・使途
（「資金の流れ」
においてブロック
ごとに最大の金
額が支出されて
いる者について
記載する。費目と
使途の双方で実
情が分かるように

記載）

A.新日本印刷工業㈱ E.㈱富士通マーケティング

費　目 使　途
金　額
(百万円）

費　目 使　途
金　額
(百万円）

材料費 ガイドブックの用紙代にかかる費用 0 人件費・施設管理費 貸金業者情報検索サービスの運用・保守 4

印刷・製本費 ガイドブックの印刷・製本等にかかる費用 0

外部委託費 ガイドブックの梱包・発送にかかる費用 0

計 1 計 4

B.㈲ビジョンブリッジ F.サンテックサービス㈱

費　目 使　途
金　額
(百万円）

費　目 使　途
金　額
(百万円）

人件費 運営スタッフにかかる人件費 0 100万円以下

印刷費 チラシ、プログラム等印刷にかかる費用 0

業務費 シンポジウム運営にかかる費用 0

管理費 アンケート集計等にかかる費用 0

計 1 計

C.㈱徳河 G．敷島印刷㈱

費　目 使　途
金　額
(百万円）

費　目 使　途
金　額
(百万円）

100万円以下 印刷費 ポスター及びチラシの製作等にかかる費用 1

配送費 ポスター及びチラシの配送に係る費用 2

計 計 4

D.コムシス通産㈱ H.㈱日本統計センター

費　目 使　途
金　額
(百万円）

費　目 使　途
金　額
(百万円）

賃貸料 貸金業者情報検索サービスの運用・保守 4 事業費 WEB調査費 1

その他 人件費 0

計 4 計 2



費目・使途
（「資金の流れ」
においてブロック
ごとに最大の金
額が支出されて
いる者について
記載する。費目と
使途の双方で実
情が分かるように

記載）

I．税理士法人プライスウォーターハウスクーパーズ

費　目 使　途
金　額
(百万円）

費　目 使　途
金　額
(百万円）

直接経費 人件費・報告書作成費 7

計 7 計 0

費　目 使　途
金　額
(百万円）

費　目 使　途
金　額
(百万円）

計 計 0

費　目 使　途
金　額
(百万円）

費　目 使　途
金　額
(百万円）

計 0 計 0

費　目 使　途
金　額
(百万円）

費　目 使　途
金　額
(百万円）

計 0 計 0



支出先上位１０者リスト

A．新日本印刷工業株式会社

B．（有）ビジョンブリッジ

※入札時の予定価格が類推できないよう、予定価格及び落札率を公表していない。

C.㈱徳河

D．コムシス通産㈱

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1 新日本印刷工業㈱ ガイドブックの印刷・製本及び梱包・配送業務 1 随意契約

2

3

4

5

6

7

8

9

10

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1 （有）ビジョンブリッジ
｢金融トラブルに巻き込まれないためのシンポジウム｣開催に係る運営等
業務

1 7 -(※)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1 ㈱徳河 額縁の購入 0.2 随意契約

2

3

4

5

6

7

8

9

10

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1 コムシス通産㈱ 金融庁ウェブサイトサーバ等の機材調達（貸金業者情報検索サーバ） 4 国庫債務負担行為

2

3

4

5

6

7

8

9

10



E．㈱富士通マーケティング

F.サンテックサービス㈱

G.敷島印刷㈱

※入札時の予定価格が類推できないよう、予定価格及び落札率を公表していない。

H．㈱日本統計センター

※入札時の予定価格が類推できないよう、予定価格及び落札率を公表していない。

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1 ㈱富士通マーケティング 金融庁ウェブサイトサーバ等の運用管理（貸金業者情報検索サーバ） 4 国庫債務負担行為

2

3

4

5

6

7

8

9

10

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1 サンテックサービス㈱ 多重債務者向け相談窓口周知のためのポスターの発送 1 随意契約

2 ㈱ブレインズ・ネットワーク 多重債務者向け相談窓口周知のためのポスターの製作及び印刷 1 随意契約

3 ㈱ビーコンエヌシー 多重債務者相談強化キャンペーン及び多重債務者相談窓口の周知のためのインターネット広告 1 随意契約

4 メディアランド㈱ 多重債務者相談強化キャンペーン2013の広報のためのポスター製作及び印刷 1 随意契約

5 ヨシダ印刷㈱ 多重債務者相談強化キャンペーン2012の広報のためのポスターの発送 0.2 随意契約

6

7

8

9

10

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1 敷島印刷㈱ 多重債務者向け相談窓口周知のためのポスター・チラシの作製及び発送 4 5 -(※)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1 ㈱日本統計センター 貸金業利用者に関する調査・研究 2 2 -(※)

2

3

4

5

6

7

8

9

10



I．税理士法人　プライスウォーターハウスクーパース　

※入札時の予定価格が類推できないよう、予定価格及び落札率を公表していない。

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1
税理士法人　プライスウォー
ターハウスクーパース

AOA（帰属主義）への対応に関する調査研究 7 2 －(※)

2

3

4

5

6

7

8

9

10


